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第６節 小児医療  

１ 現状 

(1) 小児科を主たる診療科とする医師数は 269 人、15 歳未満人口 10 万対

108.5 人で、全国（17,997 人、119.7 人）と比較しても少なく、約半数の

130 人が新潟医療圏に集中しています。（医師・歯科医師・薬剤師統計（令

和２年）） 

(2) 15歳未満人口 10万対医師数を県内二次医療圏別にみると、下越 94.7人、

新潟 128.4 人、県央 96.4 人、中越 111.7 人、魚沼 82.3 人、上越 71.8 人で、

新潟医療圏以外は全国値（119.7 人）を下回っています。（医師・歯科医

師・薬剤師統計（令和２年）、国勢調査（令和２年））  

(3) 小児科を標榜する医療施設は、病院が 50 施設、診療所が 262 施設となっ

ています。（医療施設調査（令和２年））  

(4) １日当たりの小児（15 歳未満。以下同じ。）の推計患者数（調査日当日

に受療した患者の推計数）は、入院で約 350 人、外来で約 11,000 人となっ

ています。（患者調査（令和２年）） 

ア 入院については、「周産期に発生した病態」（21.3％）のほか、「先天

奇形、変形及び染色体異常」（14.0％）が多く、全国（25.8％、13.1％）

と同様の傾向にあります。 

イ 外来については、急性上気道感染症、喘息、急性気管支炎をはじめとす

る「呼吸器系の疾患」（27.7％）が多く、全国（29.6％）と同様の傾向に

あります。 

(5) 周産期死亡率（出産千対）は 4.7、乳児死亡率（出生千対）は 1.7、幼児

（１～４歳）、児童（５～９歳）、児童（10～14 歳）の死亡率（各人口千

対）は、それぞれ 0.2、0.1、0.1 となっています。 

また、小児死亡率（人口千対）は 0.2 で、全国（0.2）と同水準となって

います。（人口動態調査（令和３年））  

(6) 県内における 18 歳未満の救急搬送数は 6,261 人で、そのうちの約６割が

軽症となっています。（救急患者搬送先医療機関調査（令和４年）） 

 

 

２ 課題 

(1) 共通 

ア 相談支援を含め初期小児医療から第三次小児医療、療養・療育、災害・

新興感染症等対策まで、地域の実情を踏まえた小児医療の提供体制を整備

していく必要があります。 

イ 急性期疾患の小児患者の入院治療など、二次医療圏における小児医療の

重要な部分は中核的機能を有する病院が担っており、こうした医療が二次

医療圏の中核的病院において今後も滞りなく提供され、医療機能が維持さ

れることが重要です。 
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ウ 少子化等による患者数の減少が予想される中で、小児医療の質を保つた

めには、限られた医療資源のもとで症例数を一定程度確保していく必要が

あります。 

(2) 相談支援等 

ア 少子化が進展する中、身近に育児相談できる相手がおらず、育児経験も

乏しい保護者が増えているなど、子育てを取り巻く環境は大きく変化して

おり、そのような保護者を支援する必要があります。  

イ 保護者等の知識、経験不足などにより、軽症であっても休日や夜間に病

院を受診するケースが増加しており、病院勤務医の負担軽減を図る必要が

あります。 

(3) 初期小児医療 

ア 各種健診等の保健予防や発達、発育支援等も含め、地域で必要な小児医

療を提供できる体制を確保する必要があります。 

イ 子どもの病気や健康的な成長などについていつでも相談できるよう、か

かりつけ医＊等を持つなど、適正受診について普及啓発を図る必要があり

ます。 

ウ 休日夜間における小児初期救急医療体制が十分でない医療圏において、

地域の実情に応じた体制を確保する必要があります。  

(4) 第二次小児医療 

ア 各二次医療圏において、小児科を標榜する診療所や一般病院等と中核的

病院が連携し、地域で求められる小児医療を全体として提供できる体制を

確保する必要があります。 

イ 入院を要する小児の救急患者に対して、病院群輪番制等により、24 時間

体制で救急医療を提供する必要があります。  

ウ 傷病者の状況に応じた適切な搬送と受入れについて、医療機関と消防機

関の連携を強化していく必要があります。  

(5) 第三次小児医療 

ア 全県を対象とした高度小児専門医療を提供するため、小児に関わる全て

の診療科が連携できる体制を確保する必要があります。  

イ 高度化する小児医療ニーズに対して県内の医療機関による適切な医療

の提供を実現するため、県内において一定の高度小児専門医療を提供でき

る体制を整備する必要があります。 

(6) 療養・療育 

ア 生活の場での療養・療育が必要な小児やその家族が安心して療養・療育

できるよう、医療、保健、福祉及び教育が相互に連携して支援する必要が

あります。 

イ 児童・思春期精神疾患＊、発達障害＊等に対応するため、医療、保健、福

祉、教育等が連携できる体制を整備する必要があります。  

ウ 家族に対する身体的及び精神的サポート等の支援が必要です。  

エ 医療的ケア児、慢性疾患児等やその家族が、可能な限り住み慣れた地域
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で、医療や福祉、教育等の支援を受けながら生活できる体制を確保する必

要があります。 

(7) 災害・新興感染症＊等対策 

ア 災害時においても既存の小児医療のネットワークを活用できる体制を

整備する必要があります。 

イ 新興感染症等の発生・蔓延時においても、地域の小児医療が確保される

体制を整備する必要があります。 
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３ 目指す状態（最終アウトカム）  

 

 

 

 

 

目指す状態を達成する

ための 中間成果（中間

アウトカム） 

個別施策により直接得られる成果  

（初期アウトカム） 

【共通】 

相談支援、初期小児医

療、第二次小児医療、第

三次小児医療、療養・療

育、災害・新興感染症等

対策などを適切に行う

ために必要な体制が整

っている。 

 

１ 小児医療に必要な医師等が確保されている。  

２ 医療資源が有効活用され、医療の質の向上が図

られている。 

３ 医療機関の役割が明確化し、相互に連携できて

いる。 

４  地理的条件が不利な地域においても小児医療

が確保されている。 

５  出生後の小児患者が周産期医療から小児医療

へ円滑に引き継がれている。 

６ 小児期と成人期の診療科・医療機関が連携し、

小児医療から成人医療へ患者が円滑に移行して

いる。 

 

【相談支援等】 

いつでも子どもの健

康や発達、症状等につい

て相談することができ、

保護者の不安が解消さ

れている。 

 

 

１ 子どもの健康等についてかかりつけ医＊等に相

談することができる。 

２ 休日・夜間の子どもの急病時に保護者が相談で

きる体制が整備されている。 

 

【初期小児医療】 

地域で初期救急を含

む小児医療を受けるこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

１  予防医療を含む一般小児医療が適切に提供さ

れている。 

２ 適切な受診行動が促進されている。 

３  地域の実情に応じた初期救急体制が整備され

ている。 

 

小児の成長と発達が支えられているとともに、小児とその家族が良質かつ適切

な小児医療や必要な医療的支援等を受け、安心して生活することができている。  
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【第二次小児医療】 

小児の症状に応じた

専門的な医療や、入院を

要する小児の救急医療

を 24 時間受けることが

できる。 

 

１ 小児の入院医療が 24 時間体制で提供されてい

る。 

２ 入退院の調整が円滑に行われている。  

３ 小児患者が適切に救急搬送されている。  

 

【第三次小児医療】 

高度専門的な小児医

療を受けることができ

る。 

 

１  高度な小児専門医療に必要となる機能が整備

されている。 

２  重篤な小児救急患者に対応できる体制が整備

されている。 

３  第三次小児医療を担う医療機関を後方支援で

きる体制が整備されている。 

 

【療養・療育】 

生活の場での療養・療

育が必要な小児や心の

問題等を抱える小児と

その家族が安心して療

養・療育できている。 

 

１ 医療機関、訪問看護事業所、障害福祉サービス

事業所等が連携し、総合的な支援等を行う体制が

整備されている。 

２ 児童・思春期精神疾患、発達障害等に対応でき

る体制が整備されている。 

３  診療所等が安心して小児在宅医療に取り組め

る環境が整備されている。 

４  家族の負担に配慮した支援体制が整備されて

いる。 

 

【災害・新興感染症等対

策】 

災害や新興感染症等

の発生時などにおいて

も、適切な小児医療を受

けることができる。 

 

１  災害時に既存のネットワークが有効活用でき

る体制が整っている。 

２ 新興感染症等の発生・蔓延時においても小児医

療が確保され、適切にトリアージや入院等ができ

る体制が整備されている。 
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４ 個別施策 

(1) 共通 

ア 小児科医等の確保・育成を図ります。 

小児医療関係者にとって魅力ある職場について検討するほか、県、大学、

医療機関等が連携し、小児科医及び小児医療に携わる多職種の確保や、小

児医療の専門性を有する多職種の育成を図ります。  

イ 医師等の勤務環境改善を図ります。 

小児医療に携わる医師の働き方改革を進めつつ、医師等の勤務環境改善

について検討を進めます。 

ウ 小児の医療資源の集中・重点化を図ります。  

限られた医療資源を有効に活用し、効率的かつ質の高い小児医療体制を

構築するため、周産期医療提供体制との関連にも留意しながら、小児専門

医療等における医療資源の集中・重点化を図ります。  

エ 医療施設間の連携体制を強化します。  

各医療施設がそれぞれの役割に応じた小児医療を適切に提供できるよ

う、医療施設間の連携体制を強化します。 

オ オンライン診療を行う体制などについて検討を進めます。  

地理的条件が不利な地域の小児医療を確保するため、対面診療を適切に

組み合わせてオンライン診療を行う体制などについて検討を進めます。  

カ 周産期医療と小児医療の情報連携を進めます。  

周産期医療と小児医療の結びつきを強めるため、周産期医療に関する協

議会と小児医療協議会の合同開催等を通じて情報連携を進めます。  

キ 移行期医療について検討を進めます。  

患者の年齢や状態に応じた医療を受けられるよう、移行期医療について

検討を進めます。 

(2) 相談支援等 

ア かかりつけ医＊等が相談に応じる体制を確保します。  

子どもの健康や予防、発達、病気、緊急時の対応などについて、保護者

等の不安に応えるため、小児科を標榜する病院や診療所（かかりつけ医）

等が相談に応じる体制を確保します。 

イ 小児救急電話相談事業などの取組により、相談体制の充実を図ります。 

保護者等の不安を解消するとともに、適正な受診を促進するため、小児

救急電話相談事業（＃8000）及び AI 救急相談アプリの取組を推進します。  

(3) 初期小児医療 

ア 一般小児医療を提供する体制を確保します。  

各種健診等の保健予防や発達、発育支援等を含め、急性期から慢性期ま

で、地域において必要な一般小児医療を提供する体制を確保します。  

イ かかりつけ医の定着を図ります。 

小児医療に係る相談・指導等を行うかかりつけ医、かかりつけ歯科医＊  

ウ 小児救急医療機関の適切な利用について普及啓発します。  
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小児救急電話相談事業や小児救急に関するウェブ情報等の周知により、

急病時等の適切な対応について普及啓発します。  

エ 診療所医師等が初期小児救急医療に参画する体制整備を促進します。  

地域の医療従事者や行政等の関係機関の連携により、地域で小児医療に

従事する診療所医師等が休日夜間の初期小児救急医療に参画する体制整

備を促進します。 

オ 小児救急医療に携わる医師の確保を図ります。  

小児科以外の医師を対象とした小児救急に関する研修等の実施により、

地域の小児救急医療に協力する医師の確保を図ります。  

(4) 第二次小児医療 

ア 救急医療を常時提供できる体制整備を促進します。  

病院群輪番制の整備などにより、24 時間体制で救急医療を提供できる体

制整備を促進します。 

イ 中核的病院とその他の病院・診療所とのネットワーク体制を強化します。 

中核的病院（入院機能）と、外来医療を提供する病院・診療所（外来機

能）とのネットワーク体制を強化します。  

ウ 消防機関と医療機関の連携推進を図ります。  

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準＊の適切な運用を促進する

など、救急搬送・受入れの円滑な実施及び消防機関と医療機関の連携推進

を図ります。 

(5) 第三次小児医療 

ア 小児専門医療施設について詳細を検討し、必要な整備を進めていきます。 

小児専門医療施設の具体的な機能（小児集中治療室、小児がん等）、規

模等について、患者需要の見通しや、医療資源、施設設備面の制約等を踏

まえ、持続可能なものとなるよう詳細を検討し、必要な整備を進めていき

ます。 

イ 小児がん医療の提供体制強化を図ります。  

小児がん拠点病院の整備に向け、小児がん医療の提供体制強化を図りま

す。 

ウ 重篤な小児患者への救急医療を常時実施できる体制を確保します。  

他の医療機関からの紹介患者及び重症外傷や複数の診療科領域にわた

る疾病等の救急搬送による患者を中心とした重篤な小児患者に対する救

急医療を、24 時間 365 日体制で実施できる体制を確保します。  

エ 医療施設間の連携体制を強化します。  

高度小児専門医療を担う病院と地域の中核的病院の連携体制を強化し

ます。 

(6) 療養・療育 

ア 医療的ケア児等の支援体制について関係機関が連携しながら検討を進

めます。 

医療機関や訪問看護、福祉サービス、教育機関等が連携しながら、医療  
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的ケア児、慢性疾患児等やその家族を支援する体制の整備に向けた検討

を進めます。 

イ 福祉サービス等の情報を提供します。  

生活の場での療養・療育が必要な小児やその家族へ、地域の医療資源、

福祉サービス等の情報を提供します。 

ウ 発達障害＊の診療が可能な医療機関の確保に向けた取組を推進します。  

医師等を対象とする発達障害への対応力向上のための研修を実施する

など、発達障害の診療（療育を含む。）が可能な医療機関の確保に向けた

取組を推進します。 

エ 児童・思春期精神疾患＊、発達障害等に対応するための連携体制を構築

します。 

小児科医を含む医師や、多職種を対象とした研修会等の実施により、医

療、保健、福祉、教育等が連携する体制を構築します。  

オ 中核的病院がサポートする体制を整備します。 

中核的病院が、その地域における医療的ケアを必要とする在宅小児の初

期小児医療から第二次小児医療までをサポートする体制を整備します。  

カ レスパイト＊が可能な施設の整備を促進します。 

家族の身体的、精神的負担を軽減するため、レスパイトが可能な施設の

整備を促進します。 

(7) 災害・新興感染症＊等対策 

ア 災害時に適切な医療を提供できる体制を構築します。 

災害時小児周産期リエゾン＊の平時からの訓練や災害時の活動を通じて、

平時のネットワークを活用した災害時における小児医療体制を構築しま

す。 

イ 新興感染症等の発生・蔓延時の対応について検討します。  

・新興感染症等の発生・蔓延時に小児医療を提供する医療機関の指定につ

いてあらかじめ協議します。 

・新興感染症等の発生・蔓延時の災害時小児周産期リエゾンの活用につい

て検討を進めます。  
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番号 番号

【共通】

初期アウトカム 指標

1 1

小児医療に必要な医師等が確保さ
れている。

小児科医師数

2

小児救急医師研修事
業修了者数

3 ➡ 2

医療資源が有効活用され、医療の
質の向上が図られている。

4 3

医療機関の役割が明確化し、相互
に連携できている。

5 ➡ 4

地理的条件が不利な地域において
も小児医療が確保されている。

6 ➡ 5

出生後の小児患者が周産期医療か
ら小児医療へ円滑に引き継がれて
いる。

7 ➡ 6

小児期と成人期の診療科・医療機
関が連携し、小児医療から成人医
療へ患者が円滑に移行している。

第８次新潟県地域保健医療計画「小児医療」ロジックモデル

D　個別施策 C　初期アウトカム

個別施策

小児医療関係者にとって魅力ある職場に
ついて検討するほか、小児科医及び多職
種の確保や、小児医療の専門性を有する
多職種の育成を図る。

小児医療を担う医師等の勤務環境改善に
ついて検討を進める。

周産期医療との関連にも留意しながら、
小児医療における医療資源の集中・重点
化を図る。

対面診療を適切に組み合わせたオンライ
ン診療など、地理的条件が不利な地域の
医療提供体制について検討を進める。

移行期医療について検討を進める。

周産期医療と小児医療の情報連携を進め
る。

医療施設間の連携体制を強化する。
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番号 番号

中間アウトカム 指標 最終アウトカム 指標

1

相談支援、初期小児医療、第二
次小児医療、第三次小児医療、
療養・療育、災害・新興感染症
等対策などを適切に行うために
必要な体制が整っている。

1

小児の成長と発達が支えられている
とともに、小児とその家族が良質か
つ適切な小児医療や必要な医療的支
援等を受け、安心して生活すること
ができている。

小児死亡率

B　中間アウトカム A　最終アウトカム
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番号 番号

中間アウトカム 指標 最終アウトカム 指標

2

いつでも子どもの健康や発達、
症状等について相談することが
でき、保護者の不安が解消され
ている。

AI救急相談アプ
リの満足度

1

小児の成長と発達が支えられている
とともに、小児とその家族が良質か
つ適切な小児医療や必要な医療的支
援等を受け、安心して生活すること
ができている。【再掲】

小児死亡率

中間アウトカム 指標

3

地域で初期救急を含む小児医療
を受けることができる。

かかりつけ医受
診率

B　中間アウトカム A　最終アウトカム
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番号 番号

中間アウトカム 指標 最終アウトカム 指標

4

小児の症状に応じた専門的な医
療や、入院を要する小児の救急
医療を24時間受けることができ
る。

医療機関が救
急搬送患者を
受け入れな
かった理由が
「専門外」の
割合

1

小児の成長と発達が支えられている
とともに、小児とその家族が良質か
つ適切な小児医療や必要な医療的支
援等を受け、安心して生活すること
ができている。【再掲】

小児死亡率

中間アウトカム 指標

5

高度専門的な小児医療を受ける
ことができる。

小児救急搬送
症例のうち受
入困難事例の
件数

B　中間アウトカム A　最終アウトカム
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番号 番号

【療養・療育】

初期アウトカム 指標

22 18

医療機関、訪問看護事業所、障害
福祉サービス事業所等が連携し、
総合的な支援等を行う体制が整備
されている。

小児に対応可能な
訪問看護事業所数

23

重症心身障害児等
を受け入れ可能な
障害福祉サービス
等事業所数

24 19

児童・思春期精神疾患、発達障害
等に対応できる体制が整備されて
いる。

25

26 ➡ 20

診療所等が安心して小児在宅医療
に取り組める環境が整備されてい
る。

27 ➡ 21

家族の負担に配慮した支援体制が
整備されている。

レスパイトに対応
している施設数

【災害・新興感染症等対策】

初期アウトカム 指標

28 ➡ 22

災害時に既存のネットワークが有
効活用できる体制が整っている。

災害時小児周産期
リエゾンの任命者
数

防災訓練の実施回
数

29 23

新興感染症等の発生・蔓延時にお
いても小児医療が確保され、適切
にトリアージや入院等ができる体
制が整備されている。

30

研修会等の実施により、医療、保健、福
祉、教育等が連携して児童・思春期精神
疾患、発達障害等に対応するための体制
を構築する。

第８次新潟県地域保健医療計画「小児医療」ロジックモデル

新興感染症等の発生・蔓延時の災害時小
児周産期リエゾンの活用について検討を
進める。

レスパイトが可能な施設の整備を促進す
る。

個別施策

災害時小児周産期リエゾンの平時からの
訓練等を通じて、災害時に適切な医療を
提供できる体制を構築する。

新興感染症等の発生・蔓延時に小児医療
を提供する医療機関の指定についてあら
かじめ協議する。

個別施策

医療的ケア児等やその家族を支援する体
制の整備に向けて、関係機関が連携しな
がら検討を進める。

生活の場での療養・療育が必要な小児や
その家族へ、地域の医療資源、福祉サー
ビス等の情報を提供する。

中核的病院が、在宅小児の初期小児医療
から第二次小児医療までをサポートする
体制を整備する。

発達障害の診療（療育を含む。）が可能
な医療機関の確保に向けた取組を推進す
る。

D　個別施策 C　初期アウトカム
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番号 番号

中間アウトカム 指標 最終アウトカム 指標

6

生活の場での療養・療育が必要
な小児や心の問題等を抱える小
児とその家族が安心して療養・
療育できている。

1

小児の成長と発達が支えられている
とともに、小児とその家族が良質か
つ適切な小児医療や必要な医療的支
援等を受け、安心して生活すること
ができている。【再掲】

小児死亡率

中間アウトカム 指標

7

災害や新興感染症等の発生時な
どにおいても、適切な小児医療
を受けることができる。

災害時小児周
産期リエゾン
の任命者数

B　中間アウトカム A　最終アウトカム
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第８次新潟県地域保健医療計画 「小児医療」指標

下越 新潟 県央 中越 魚沼 上越 佐渡

1 県調査 令和４年 人

8 県調査 令和４年 件

8 県調査
令和４年
（R4.7-
R5.6）

件

10 県調査 令和４年 % 67.5 53.5 71.9 73.2 72.2 82.6 75.5

10 NDB 令和３年 回 753 11,426 1,198 5,504 4,559 8,614 949

11 県調査 令和４年 医療圏 有 有 有 有 無 有 無

12 県調査 令和４年 医療圏 有 有 有 有 有 有 有

13 NDB 令和３年 回

13
周産期
医療体
制調査

令和４年 施設

14

救急搬
送にお
ける医
療機関
の受入
状況等
実態調
査

令和４年 ％ 4.1 4.0 38.5 0.8 4.3 0.6 0.0

Ｃ

小児（15歳未
満）人口当た
りの時間外来
診療料等の算
定回数

減少させる 33,003

消防本部が所
在する医療圏
の圏域外に搬
送された18歳
未満の患者
（中等症及び
軽症）の割合

減少させる 6.0
小児患者が適切に救急
搬送されている。

NICU入院児の
退院支援を専
任で行う者が
配置されてい
る周産期母子
医療センター
の数

増加させる 5 200

退院支援を受
けたNICU・GCU
入院児の算定
回数

増加させる 142

維持する 7

退院支援を
受けた
NICU・GCU入
院児数

小児医療に必要な医師
等が確保されている。

入退院の調整が円滑に
行われている。

休日・夜間の子どもの
急病時に保護者が相談
できる体制が整備され
ている。

適切な受診行動が促進
されている。

地域の実情に応じた初
期救急体制が整備され
ている。

小児の入院医療が24時
間体制で提供されてい
る。

入退院の調整が円滑に
行われている。

24時間体制
で救急医療
が提供可能
な２次医療
圏数

休日・夜間の子どもの
急病時に保護者が相談
できる体制が整備され
ている。

AI救急相談
アプリの相
談件数

適切な受診行動が促進
されている。

小児人口当
たりの時間
外外来受診
回数

72.2（R3）

小児初期救
急医療体制
が整備され
ている医療
圏数

休日・夜間に
おける小児の
初期救急体制
が整備されて
いる医療圏

7 5

24時間体制で
救急医療が提
供されている
医療圏

NICU入院児
の退院支援
を専任で行
う者が配置
されている
周産期母子
医療セン
ター数

救急搬送
（中等症及
び軽症）に
おける圏域
外搬送の割
合

アウトカム

救急搬送さ
れた小児患
者の軽症率

救急搬送され
た患者（18歳
未満）のうち
軽症だった者
の割合

減少させる 64.5

小児救急医
師研修事業
修了者数

小児救急医療
研修事業を終
了した医師等

600 478

新潟県 （参考）二次医療圏
（参考）全国 

目標値（R11）
指標名 定義 調査名 調査年 単位

小児救急医療
電話相談の相
談件数

現状値

AI救急相談ア
プリ（相談対
象者15歳未
満）の相談件
数

増加させる 1,539

№

小児救急医
療電話相談
の相談件数

増加させる 7,591
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